
他都市の清流保全に関する区域指定範囲

鴨川条例（鴨川環境保全区域）

高知県四万十川条例（保全・活用地区）

広瀬川の清流を守る条例（環境保全区域）

優れた水質を維持している

とともに，野生動植物の多

様性が確保され，かつ，特

に良好な景観が維持され，

人と自然とが共生している

地区

本川又は主要支川に

影響を及ぼすおそれの

ある開発を防止し，一

体的な生態系及び景観

を保全するとともに，こ

れらと調和した森林そ

の他の資源の活用を促

進することが重要であ

る地区

野生動植物の生息・生育環

境の連続性を確保することに

より生態系及び景観を保全

することが特に重要である地

区
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